
佐  世  保  工  業  高  等  専  門  学  校  運  営  組  織  図

(教員組織規程第2条)

　(学校教育法施行規則第175条第1項、第3項)

(学則第5条第2項) (教員組織規程第8条)

(教員組織規程第3条)

　　(教員組織規程第12条、校務執行会議規程)

　　(教員組織規程第13条、運営会議規程) 　(学校教育法施行規則第175条第1項、第4項) (教員組織規程第8条)

(学則第5条第3項)
(教員組織規程第3条)

　（情報化改組運営会議要項） (学校教育法施行規則第175条第2項、第5項)
(教員組織規程第8条)

 　(学則第5条第4項)

※ (教員組織規程第3条)

※

※ (教員組織規程第3条、第4条) (教員組織規程第5条)

※

※ (教員組織規程第6条)

※

(教員組織規程第7条) （教員組織規程第14条）

※

※ (教員組織規程第7条) （教員組織規程第14条）

※
(教員組織規程第7条) （教員組織規程第14条）

※

※ (教員組織規程第7条) （教員組織規程第14条）

※
(教員組織規程第7条) （教員組織規程第14条）

※

※
（図書館規則第3条)

※

※ (情報処理センター規則第4条、第5条)

※

※

※ (地域共同テクノセンター規則第5条、第6条)

(EDGEキャリアセンター規則第5条、第6条)

(バリアフリー支援室規程第5条、第6条)

（学生相談室規程第4条、第5条)

(学習支援室規程第4条、第5条)

(実習工場規程第5条、第6条)

※　組織図には記載していないが規定が存在するもの

（委員会は、学校運営及び教育研究に関するもののみ (技術室規程第4条、第5条) （技術室規程第4条、第6条）

記載している）

(事務組織規程)

学生相談室
運営委員会

※

学習支援室長
学習支援室
運営委員会

バリアフリー支援室
運営委員会

バリアフリー支援室長

技術室運営委員会

実習工場
運営委員会

情報処理センター
運営委員会

情報セキュリティ
推進委員会

※

※

※

※

EDGEキャリアセン
ター運営委員会

地域共同テクノセン
ター運営委員会

生涯学習部門・ＳＴＥＡ
Ｍ教育推進部門長

基幹教育科長

※

図書委員会

※

情報処理センター長

海洋・エネルギー部門
長

環境・生物部門長

図書館長

加工計測システム部
門長

※

校長補佐

学科会議

副校長
学生主事

学科会議

ＩＴ部門長

※

※

※

学寮委員会寮務主事補

学生主事補

学科会議

奨学生選考委員会

教務委員会

ＦＤ委員会

学科会議

学科会議

専攻科委員会

教務主事補

※

※

※

厚生補導委員会

授業料免除選考
委員会

副校長
寮務主事

留学生委員会

実習工場長

EDGEキャリア
センター長

機械制御工学科長

学生相談室長

学生課長

総務課長

※

※

※

情報知能工学科

化学・生物工学科

技術室長 技術長

事務部長

R7.5.1現在
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（学校教育法第120条第3
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（学則第4条）
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